
○白川町地域集会施設解体撤去事業補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、老朽化等により利用困難となった地域集会施設の解体撤去に要する費用

に対し、白川町地域集会施設解体撤去事業補助金（以下「補助金」という。）を交付するこ

とについて、白川町補助金等交付規則（平成９年白川町規則第３号）に定めるもののほか、

必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるとこ

ろによる。 

(1) 地域集会施設 各種集会、研修及び憩いの場等として地域住民の利用に供する目的をも

って設置された建物をいう。 

(2) 地縁団体 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項に規定する町

内に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体をいう。 

（補助対象者） 

第３条 補助金の交付を受けることができる者は、次に掲げる要件の全てを満たす地縁団体と

する。 

(1) 前条に規定する地域集会施設を所有し、又は管理していること。 

(2) 事業実施にあたり、地縁団体の総意が確認されていること。 

(3) 前２号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認めるもの。 

（補助対象事業） 

第４条 補助金の交付対象となる事業（以下「補助事業」という。）は、地域集会施設のうち、

老朽化、耐震性不足その他やむを得ない事由により、継続的な利用が困難又は危険と町長が

認める地域集会施設の解体撤去工事であって、次の各号のいずれにも該当する工事とする。 

(1) 建設業法（昭和２４年法律第１００号）別表第１の下欄に掲げる土木工事業、建築工事

業若しくは解体工事業に係る同法第３条第１項の許可を受けた者又は建設工事に係る資材

の再生資源化等に関する法律（平成１２年法律第１０４号）第２１条第１項の登録を受け

た者が請け負う工事 

(2) 町内に事業所を有する法人又は町内に住所を有する個人が施工する工事 

(3) 補助金の交付を申請した日の属する年度末までに完了する工事 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する工事は、補助事業としない。 

(1) 補助金の交付の決定前に着手した工事 

(2) 補助対象施設の一部のみを解体撤去する工事 

(3) 宗教活動、政治活動若しくは営利活動を主たる目的とする団体が所有し、若しくは管理

する土地又は施設に係る工事 

(4) その他町長が適当でないと認める工事 

（補助対象経費） 

第５条 補助金の交付対象となる経費は、補助事業に直接要する次の費用とする。ただし、土

地の購入費、整地費、樹木の伐採費等、解体工事に直接関係しない経費は対象としない。 

(1) 地域集会施設の解体工事費 



(2) 解体工事に伴う廃棄物の収集運搬及び処分費 

(3) 上記に付帯する測量費、設計費、アスベスト等有害物質調査費及びこれらに対する助言、

指導、申請代行等に係る費用 

（補助金の額等） 

第６条 補助金の額は、補助対象経費の２分の１以内とし、５０万円を上限とする。ただし、

算定された額に１，０００円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。 

２ この要綱に基づく補助金の交付は、補助対象者１団体につき、同年度１回限りとする。 

（交付の申請及び決定） 

第７条 補助金の交付を受けようとする地縁団体は、白川町地域集会施設解体撤去事業補助金

交付申請書（様式第１号）に、必要な書類を添えて、町長に申請しなければならない。 

２ 町長は、前項の規定による申請を受けた場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、

白川町地域集会施設解体撤去事業補助金交付決定通知書（様式第２号）により、当該地縁団

体に通知するものとする。 

（変更の申請及び決定） 

第８条 前条第２項により交付決定通知を受けた地縁団体が、やむを得ない理由により申請の

内容を変更しようとするときは、白川町地域集会施設解体撤去事業補助金変更申請書（様式

第３号）に、その変更の内容がわかる書類及び町長が必要と認める書類を添えて、町長に申

請しなければならない。 

２ 町長は、前項の規定による申請を受けた場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、

白川町地域集会施設解体撤去事業補助金変更決定通知書（様式第４号）により、当該地縁団

体に通知するものとする。 

（実績報告） 

第９条 交付決定を受けた地縁団体は、補助事業が完了したときは、速やかに白川町地域集会

施設解体撤去事業補助金実績報告書（様式第５号）に、次に掲げる書類を添えて、町長に報

告しなければならない。 

(1) 解体撤去に係る領収書の写し 

(2) 解体撤去完了後の写真 

(3) 産業廃棄物管理伝票 建設関連廃棄物マニフェストＥ票の写し 

(4) その他町長が必要と認める書類 

（補助金の確定） 

第１０条 町長は、前条の実績報告を受けたときは、その内容を審査し、適正と認めた場合は

補助金の額を確定し、白川町地域集会施設解体撤去事業補助金確定通知書（様式第６号）に

より当該地縁団体に通知するものとする。 

（補助金の請求及び交付） 

第１１条 補助金の確定通知を受けた地縁団体は、白川町地域集会施設解体撤去事業補助金交

付請求書（様式第７号）を町長に提出するものとする。ただし、町長が特に必要と認めたと

きは、補助金の全部又は一部を概算払にすることができる。 

２ 町長は、前項の請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。 

３ 第１項ただし書きの規定により概算払を行った場合は、過不足を精算するものとする。 

（補助金の返還） 



第１２条 町長は、補助金の交付を受けた地縁団体が次の各号のいずれかに該当すると認めた

ときは、補助金の交付決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずる

ことができる。 

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき 

(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき 

(3) この要綱又はこれに基づく命令、その他法令に違反したとき 

（補則） 

第１３条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定め

る。 

 

附 則 

この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 


